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学 位 論 文 題 名 

歯科治療時に麻酔管理の併用が必要な障害者の口腔管理に関する研究 
 
審査は，対面形式の公聴会として審査担当者全員の出席の下，はじめに申請者より提出

論文の概要の説明が行われ，審査担当者が提出論文の内容および関連した学問分野につい

て口頭により試問する形式で行われた．以下に論文内容と診査の要旨を述べる． 

 

障害者の歯科治療は，知的能力障害や自閉スペクトラム症などの発達障害による不協力，

脳性麻痺などの運動障害による不随意運動などの理由により，通常の歯科治療が困難とな

ることが多い．したがって，こうした患者に対して歯科治療を行う場合，障害の種類，患

者の適応度，歯科治療の内容などにより，意識下での歯科治療が困難な場合や，多数歯に

歯科疾患が認められる場合には，全身麻酔が有用と考えられる．そこで，医療法人仁友会

日之出歯科真駒内診療所では，歯科治療時に麻酔管理の併用が必要な障害者に対する口腔

管理を行ってきた．すなわち，入院管理下に 1 回の全身麻酔で補綴装置の装着まで行い，

翌日に咬合調整を行って治療を完結させる方法（以下，全身麻酔下集中歯科治療）を，ま

た，歯周基本治療や機械的歯面清掃といったメインテナンスを意識下で行うことが困難な

場合には，麻酔管理下でのメインテナンスを行ってきた．これらにより，早期に口腔の形

態と機能が回復し，健常者と同レベルの包括的な歯科治療を提供し，定期的なメインテナ

ンスにより口腔の状態を良好に維持することが可能となった．一方で，多数歯におよぶ齲

蝕・歯周疾患の罹患あるいは進行などによって，再度の全身麻酔下集中歯科治療を施行せ

ざるを得ない症例も経験してきた．また，意識下での対応が困難な患者における麻酔管理

を併用したメインテナンス，長時間麻酔における安全性に関しても検討が必要と考え，Ⅰ.

当診療所にて全身麻酔下集中歯科治療を行った患者を対象とし，再度の全身麻酔下集中歯

科治療に至った要因を明らかにするための臨床的検討，Ⅱ．障害者のメインテナンスに麻

酔管理を併用した症例の検討，Ⅲ．当診療所での長時間麻酔症例について検討，を行うこ

とで，本研究とした． 

Ⅰの結果として，全身麻酔下集中歯科治療が再施行となる要因として，患者因子として

運動機能障害を有していること， 1 年以上のメインテナンスの中断があること，初回治療

後の大臼歯の残存数が多いこと，治療内容では補綴治療，歯内療法，抜歯が少なく，保存

修復治療が多いことが関与していると考えられた．このことから，患者因子・背景を詳細

に把握し，治療内容を考慮すること，次にメインテナンスの必要性を患者および介助者へ

啓発していくこと，これによってメインテナンスを確実に継続していくことが重要である

と考えられた． 

Ⅱの検討結果，管理時間は平均 41.3分で，全例速やかに回復し帰宅，何らかの対処を要

した周術期合併症は認められなかった．このことから，本麻酔管理法の併用が，頻回かつ



 

 
 

長期にわたるメンテナンスの実施を可能とし，良好な口腔の状態を維持できる方法の一つ

と考えられた． 

Ⅲの結果として，当診療所における長時間麻酔症例では，周術期合併症が口腔外科領域

の長時間麻酔症例や歯科領域の短時間麻酔症例と著しい差は認められず，安全に麻酔管理

が施行されていると考えられた． 

以上より，歯科治療時に麻酔管理が必要な障害者の口腔管理の方法として，多数歯に歯

科疾患が認められる場合には，治療内容について配慮した上で全身麻酔下集中歯科治療を

施行することを治療方針の一つとし，メインテナンスの中断に伴う歯科疾患の増悪および

抜歯を予防するために，患者因子・背景も考慮して，メインテナンスの必要性を患者およ

び介助者へ啓発していくことが重要であることが示唆された．また，意識下では対応が困

難な患者に対する麻酔管理を併用したメインテナンスの有用性，全身麻酔下集中歯科治療

に伴う長時間麻酔管理の安全性についても示唆された． 

 

審査担当者からの主な質問は以下のとおりであった． 

1）再施行群で運動機能障害が知的発達障害より多い理由について 

2）全身麻酔で補綴装置装着まで実施するシステムについて 

3）中断理由の情報収集方法について 

4）再施行になった 4つの要因と二項ロジスティック分析について 

5）障害者における術後の悪心嘔吐への予防および対応について 

6）メインテナンスにおける麻酔管理およびその際の亜酸化窒素濃度について 

7）障害者の保護者および介助者の高齢化について 

8）挿管状態と咬合調整について 

9）深鎮静のガイドラインについて 

10）海外での今回のような研究について 

 

上記の質問に対して申請者より適切な回答が得られたとともに，質疑応答を通じて，申

請者が本研究ならびに関連分野についての幅広く十分な知識を有することが確認された． 

 

 以上のことから，本研究は学位論文に値する研究であると審査担当者全員が認め，申請

者は博士（歯学）の学位を授与されるに相応しいと判定した． 

 

 


